














第２号様式（第６条関係） 

第    号 

 年 月 日 

 

 殿 

 

 

鹿児島県知事      印            

 

 

   年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付決定通知書 

 

 

 年 月 日付けで申請のあった令和 年度かごしま多文化共生社会 

推進事業補助金については，鹿児島県補助金等交付規則第４条の規定により下

記のとおり交付することに決定しました。 

 

記 

 

 

１ 補助金の額   金    円 

 

２ 交付の条件 

⑴  補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は，速やかに知事に報告し，その指示を受けること。 

⑵  この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳，金銭（預金）

出納簿等の帳簿及び契約書，領収書等の証拠書類は，補助事業が完了した

日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管すること。  

⑶  上記(1)，(2)のほか，鹿児島県補助金等交付規則及びかごしま多文化共

生社会推進事業補助金交付要綱を遵守すること。 

⑷ なお，補助金額の増額を伴う補助事業の内容変更を行う場合は速やかに

連絡すること。 

 



















第７号様式（第 11 条関係） 

 

                              第    号 

                                                        年 月 日 

                            

                      

 様 

 

  

鹿児島県知事    印    

 

 

 

     年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付確定

通知書 

 

 

 年 月 日付けで実績報告のあった令和 年度かごしま多文化共生社

会推進事業補助金については，鹿児島県補助金等交付規則第 14 条の規定によ

り，下記のとおり確定しました。 

なお，補助金に係る消費税及び地方消費税相当額に係る仕入控除税額が確定

した場合には，別紙第８号様式により速やかに報告してください。 

 

 

記 

 

 

交付確定額 金       円 

 






